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１．事業の背景、⽬的、内容 
（１）事業の⽬的 
 ①政策的な重要性 

世界の CO2 排出量の約４%は航空輸送が占めており、航空産業は CO2 排出
量の低減を強く要請されている。そのためには、（１）航空機の技術⾰新によ
る効率の向上、（２）運航⽅式の⼯夫による燃料消費の低減、（３）SAF
（Sustainable Aviation Fuel）の使⽤、の 3 つの取組が必要。中でも航空機の
効率の向上のためにはエンジンの効率改善が⼤きく寄与するが、そのためには
エンジンのタービン⼊⼝温度（TIT：Turbine Inlet Temperature）を上げるこ
とが重要である。現在、エンジンの⾼温・⾼圧部にはニッケル基超合⾦が使⽤
されているが、従来品の耐熱温度は 1,100℃程度に留まり、TIT を上げるため
には冷却空気が必要となり、結果として効率を含めエンジンの性能向上を妨げ
ている。これに対して、軽量かつ⾼い耐熱性を有するセラミックス複合材
（CMC：Ceramic Matrix Composites）は、冷却空気を削減しエンジン性能を
⼤きく向上することが期待されているため、ゲームチェンジ技術として国際的
に注⽬されている。他⽅で、性能、コスト、量産時の品質安定性に課題があり、
⽶国の⼀部企業を除いてエンジンの⾼温・⾼圧部での実⽤化は限定的。我が国
は⺠間航空機のエンジンについて国際共同開発を基調として発展してきてい
るが、付加価値が⾼くエンジンの性能を左右する重要な箇所である⾼温・⾼圧
部には適⽤されていない。CMC の実⽤化を推進し、⾼温・⾼圧部へ適⽤する
ことは、エンジンのサプライチェーン上において我が国が戦略的不可⽋性を獲
得するために重要である。また現在、CMC はエンジンの⾼温・⾼圧部位のう
ち静的部品における適⽤が主であるが、⾼温・⾼圧部位のうち、効率改善に寄
与すると共に、特に安全要求の⾼い部位である回転部位には、ニッケル基超合
⾦が⽤いられている。タービンの効率改善を⽬指す上では、⾼圧タービン前段
の部位へ適⽤される CMC に加え、後段の部位で適⽤されるニッケル基超合⾦
の性能及び設計技術を向上させることが不可⽋である。CMC の⾼温・⾼圧部
への適⽤に加え、ニッケル基超合⾦の性能及び設計技術の向上に取り組むこと
により、将来的に防衛航空機のエンジンに適⽤された場合においても、その性
能向上を実現することが可能となり、我が国の安全にも寄与する。 

現⾏の政府計画においても 2015 年に基幹産業化に向けた航空ビジネス戦略
に関する関係省庁会議によって決定された航空産業ビジョンにおいて、エンジ
ンの国際共同開発の更なるシェア拡⼤のため、我が国が今後優位性を獲得すべ
き重要な技術として、⾼圧タービン、燃焼器技術等の⾼温・⾼圧部について研
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究開発を進めることとしている。 
経済安全保障重要技術育成プログラムの研究開発ビジョンにおいても、宇

宙・航空領域で⽀援対象とする技術において、 
 航空機エンジン向け先進材料技術 

が挙げられている。 
本研究開発構想では、研究開発ビジョン（第⼀次）に定められた航空分野で

の先端的な優位技術を確保するため、個別研究型として上記の先進材料技術
（CMC およびニッケル基超合⾦）を研究開発し、当該材料を航空機エンジン
における⾼温・⾼圧部へ適⽤することを⽬的とする。 
 

 ②我が国の状況 
CMC の素材である炭化ケイ素連続繊維（SiC 繊維）は 1975 年に東北⼤学で

開発され、商品化に成功したのは⽇本企業 2 社のみであり、⽇本国内には CMC
の開発に必要な要素が揃っている状況にある。こうした背景も踏まえ、「次世
代構造部材創製・加⼯技術開発」（2015〜2019 年度）、「次世代複合材創製・成
形技術開発」（2020 年度〜2024 年度）を通じ、世界最⾼性能である 1,400℃の
耐熱性（1 機あたり約６％の CO2 削減効果）を有する CMC 部材の研究室環境
での作成を実現するなど、実⽤化に向けた技術開発を⼤きく進展させていると
ころである。また、ニッケル基超合⾦についても、国内企業の⾼温・⾼圧部位
への参画を⽬指し、「航空機エンジン向け材料開発・評価システム基盤整備事
業」（2021 年度〜2025 年度）を通じて国産ニッケル基超合⾦のデータベース
構築を実施しており、実⽤化に向けた技術開発を⼤きく進展させている。 

なお、経済施策を⼀体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する
法律（令和４年法律第４３号）に基づき、特定重要物資の安定供給確保のため
の個別施策として、航空機⽤ CMC の国内⽣産基盤の確⽴等に関する取組に対
する⽀援が検討されているところ、必要に応じ、本事業との適切な連携を図る
ものとする。 

 
 ③世界の取組状況 

⽶国ではエネルギー省（Department of Energy）の助成で開発が進められ、
戦闘機⽤エンジン開発プログラムで CMC が試されている。特に⽶国の航空機
エンジンメーカーは CMC 部品の量産に世界で初めて成功しており、今後、そ
の適⽤範囲を拡⼤する予定である。⽶・英の他のエンジンメーカーにおいても、
⽶国内に CMC 研究拠点を開設し、次世代のエンジンに CMC 部品を適⽤する
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ことを⽬標として開発を進めている。中国においては、「中国製造 2025」重点
分野技術ロードマップ（2015 年版）において、航空機エンジンの基幹部品・
技術の１つとしてセラミックス基複合材料の⾼圧タービンブレード、燃焼器技
術が指定されているとともに、基幹戦略材料の１つとして、セラミックス基の
先進複合材料が位置づけられている等、国家レベルで研究開発を推進している
と考えられる。2018 年には、中国の航空機エンジンメーカーは、ロシアと共
同開発している⺠間航空機向けのエンジンに CMC 部品を適⽤すると発表して
いる。 

このように世界各国で研究開発が⾏われている中、我が国は世界のうち２社
しか製造できない CMC 部品の原料である SiC 繊維を強みとして持っており、
1,400℃級の CMC 部品の開発にも成功しているため、他国に対して⼤きな強
みをもっているものの、実⽤化までは⾄っていない。 

ニッケル基超合⾦を始めとしたエンジン⽤耐⾼温材料に関しては各国で研
究開発が⾏われてきた。現⾏エンジンに使⽤されている材料はGE、P&W、RR、
Cannon-Muskegon 社により開発されたものが多い。 

耐⾼温材料の実⽤化は、冷却空気の削減、部材薄⾁化による軽量化を可能と
するため、燃料消費量の削減、CO2 排気量の削減に繋がる。しかしながら、現
状では、これら国内材料の⺠間エンジン部材への実⽤化は⼀部に留まっている。
国際協⼒による⺠間エンジン製造における⽇本のワークパッケージを材料領
域まで拡⼤していくことに繋がる。なお、エンジン開発の基礎となる材料技術
は発電⽤ガスタービンと直結しており、⽇本の研究開発、技術⼒は国際的に⾮
常に⾼いレベルにある。 

よってこれを⼗分に活かすことで国際的に⾼い競争⼒を⾒込むことができ
る。⼀⽅、実際にこれらの材料を⺠間の航空エンジンにて使⽤するためには、
材料データベースとそれを活⽤した寿命予測技術により、その材料の信頼性を 
FAA 等の認定機関に認証させる必要があるが、これらを⼀社で技術構築する
ためには膨⼤なコストを要するため、実⽤化への⼤きなハードルとなっている。 

 
 ④本事業のねらい 

国⺠の安全・安⼼、経済活動に密接に関わる航空機の重要な要素であるエン
ジンにおいて、⽇本が性能⾯において他国に対して⼤きな強みを有する CMC
は、性能を左右する付加価値の⾼い⾼温・⾼圧部への適⽤が⾒込まれる。また、
航空機エンジンの複合材料化が進⾏する⼀⽅で、信頼性の観点から⾼圧回転部
位には、引き続きニッケル基超合⾦が使⽤されることが想定される。⾼温・⾼
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圧部位において、CMC は静翼等の静的部品を対象とするのに対し、動的部品
である回転部品においては FAA（Federal Aviation Administration）および
EASA（European Union Aviation Safety Agency）の認証基準に基づきニッケ
ル基超合⾦の使⽤が必須となる。実際のエンジンへの適⽤に向けた取組を進め、
エンジンの重要な箇所において戦略的不可⽋性を獲得することは、経済安全保
障上の意義が⼤きい。 

本事業では、2030 年代半ばに市場投⼊が想定される次期単通路機⽤の新型
エンジンの開発（2020 年代後半に開始が⾒込まれる）において、軽量かつ⾼
温部における冷却空気の低減に寄与する 1,400℃級 CMC 部品および更なる耐
⾼温化に寄与する国産ニッケル基超合⾦の⾼温・⾼圧部への適⽤を⽬指す。 

次期単通路機はエアラインが使⽤する機数の 50％以上を占めており搭載部
品の⽣産の⾼レート化が必須。現状の研究室環境での試作・評価を越えて、安
定した品質を保証するための基盤技術の⾼度化および⾼レートで低コストな
⽣産を可能とするための⾰新的な製造技術を、CMC において確⽴する。また、
防衛航空機エンジンのほか、発電⽤ガスタービン、原⼦⼒⽤燃料棒などへの適
⽤も期待される。 
 これまでも 1,400℃級 CMC の実⽤化を⽬指し研究開発を⾏ってきたが、研
究室環境において作成可能な段階までの到達にとどまっているため、本プロジ
ェクトにおいては安定した品質で⾼レート⽣産を実現する⾰新的な製造技術
を開発することで次期単通路機⽤の航空機エンジンの⽣産性への対応を可能
にするとともに、材料特性のデータ取得、評価、材料規格の確⽴を通じて、国
産 CMC 部品の航空機エンジンへの適⽤の課題となっている材料認証に耐えう
る合理的な評価プロセスを実証する。 

また、国産ニッケル基超合⾦について、⾼温・⾼圧にさらされる動的部品へ
の適⽤に向けた認証取得を念頭に、量産⼯程に基づく材料物性データの取得お
よびデータベースの整備を実施する。 
 

（２）事業の⽬標 
 ①アウトプット⽬標 

2022 年度までに実施した CMC 事業においては、1,400℃級 CMC の開発と
実証試験を⾏っており、本事業ではこの材料の品質安定、⾼速⽣産を実現する
⾰新的な製造技術の開発を推進する。製造性の⾯では⽣産レートおよび⽣産コ
ストについて⾼い要求のある次期単通路機の航空機エンジンへの適⽤を想定
して⾰新的な製造⼯程の開発と最適化を実施する。また、品質・信頼性の⾯で
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は、材料評価・⼯程評価を⾏ったうえで規格を制定し、これに準拠して CMC
を製造し、材料データベースを取得することで、材料認証取得における評価プ
ロセスを実証、提案する。 

また、ニッケル基超合⾦については、⾼圧タービン動翼への使⽤を想定した
国産新合⾦である TMS(Ni 基単結晶超合⾦)、 TMW(Ni-Co 基鍛造超合⾦)お
よび TMP(Ni-Co 基粉末冶⾦超合⾦)のデータ整備を進めることで、ホットセ
クションに係る重要材料のデータベースを国内に整備する 。 
 
【最終⽬標】 
＜航空機エンジン向け 1,400℃級 CMC 材料技術＞ 
CMC の品質：量産仕様の製造⼯程を確⽴し、品質・歩留まりを実証のうえ、
材料規格・⼯程規格を制定し、世界の主要航空局の認証を得るためのプロセス
を確⽴する。 
CMC の製造性：上記規格に沿った品質を確保したうえで、量産時の製造タク
トタイム５分に⽬途をつける。 
CMC の信頼性：確⽴した⼯程で製造した CMC の材料特性データベースを取
得し、世界の主要航空局の認める統計⼿法に準拠して設計許容値を定める。 
＜国産ニッケル基超合⾦における評価システム基盤整備＞ 
量産プロセス技術を適⽤した国産ニッケル基超合⾦を⽤いた部品のデータベ
ースを構築・整備した上で、そのデータベースを活⽤し、鍛造シミュレーショ
ンを可能とする⽔準の予測システムを構築すると共に、国内企業での部品設計
における活⽤を達成する。 

 
 ②アウトカム⽬標 

(ア) 2040 年における世界の航空機エンジンに搭載される CMC 部品のうち、本
事業で開発した CMC がシェア 25%を獲得していること。 

(イ) CMC 適⽤を⾜掛かりに⾼温・⾼圧部への本格的な参⼊を果たすことで、
航空機エンジン分野において世界のなかで確固たる地位が確保されてい
ること。 

(ウ) 航空機への新材料適⽤へ向けた国内企業の認証活動において、本事業の成
果が参照されていること。 

 
（３）事業の内容 

本事業で研究開発を実施する CMC の⾰新的な製造技術および国産ニッケ
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ル基超合⾦の性能および設計技術向上を⽬的としたデータベース構築は、国⺠
の安全・安⼼、経済活動に不可⽋な航空機の重要な要素であるエンジンの開発
を他国に過度に依存することなく⾃律的に⾏う能⼒を担保する上で、重要な技
術であり、世界的にも本技術は確⽴されておらず、⺠⽣利⽤のみならず公的利
⽤につなげていくことが前提となっている。さらに、新材料部品に関する認証
を取得するために必要な知⾒を提供することを⽬的としており、国内航空機産
業への波及効果が⼤きい。そのため、以下の研究開発項⽬は全て委託で実施す
るものとする。 

また、以下の研究開発項⽬において開発した製造・量産技術の妥当性を確認
するために、必要に応じて公的機関やエンジン製造事業者に試作品または試作
品の試験結果を提供し、評価を受けることとする。 

 
研究開発項⽬① 1,400℃級 CMC 材料の製造・量産技術開発 
ア．研究開発の必要性 

1,400℃級 CMC 部品の次期単通路機⽤の新型エンジンへの適⽤に向けては、
研究開発項⽬②における評価プロセスの実証も⾒据えて、品質安定性と⽣産性
を両⽴し、コスト競争⼒を確保するための製造技術と、量産品質を保証するた
めの検査技術を確⽴させることが極めて重要である。 

品質の安定化を図るためには、強度発現に決定的な影響を及ぼす SiC 繊維
の表⾯に施⼯する界⾯コーティングの品質の安定化が必要である。 

また、CMC 適⽤を⽬指す⾼温・⾼圧部品は従来精密鋳造が⾏われる複雑形
状部品も含まれ、CMC への置き換えを⾏う上では複雑形状に対応できる SiC
繊維プリフォームの製造に関するコスト競争⼒のある技術の確⽴が必要であ
る。さらに 1,400℃級 CMC の⾼温特性⾯で重要な役割を担う SiC マトリック
スの形成⼯程の⽣産性の向上が必要となる。また、CMC 特有の課題として、
従来の⾦属材料に適⽤されている放電加⼯が⾏えないこと等に対応するため、
独⾃の⾼速加⼯技術の確⽴が必要となる。 

さらに、CMC を航空機エンジンに適⽤するために必要となる CMC 部品の
品質保証に関しては、残存ボイド率や繊維配向、異物の検出等の⾮破壊検査技
術の⾼度化が必要となる。 

また、近年のジェットエンジンにおいて問題となっている溶融した砂による
腐⾷（CMAS 腐⾷）に対して、優れた性能を⽰す耐環境コーティング（EBC：
Environmental Barrier Coating） の施⼯技術の開発が必要となる。 
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イ．具体的研究内容 
（イ-１）SiC 繊維への界⾯コーティング技術の開発 
SiC 繊維に界⾯コーティングを施⼯した Mini-Composite や、CMC サンプ

ルに対して⾏う各種試験等の基礎的な界⾯評価技術を確⽴する。また、それら
から得られる特性データ等から界⾯コーティングの品質要求を設定する。さら
に、繊維そのものへの改良等も検討することで、量産を⾒据えた界⾯施⼯⼯程
の確⽴を⾏ったうえで、⼯程の歩留まりとコストの観点も踏まえて、最適な検
査⽅法と頻度の設定を⾏い、施⼯⼯程、検査時間の⾼速化について実証を⾏う。 

 
（イ-２）CMC の⾼速製造技術の開発 
FRP に使⽤される炭素繊維と⽐較して切れやすい SiC 繊維の特性に留意し

つつ、複雑形状部品のプリフォームの製造を可能とするための⾼速製造技術開
発を⾏う。 

また、SiC マトリックス形成速度の⼤幅な向上を図るため、マトリックス形
成炉の最適化および CMC の空隙に補助的なマトリックスを含浸する⼯程まで
含めた処理条件の最適化を⾏う。さらに、⽣産性を劇的に向上させるため、マ
トリックス形成炉のオペレーション⽅法についても検討、実証を⾏う。 

 
（イ-３）CMC の⾼速加⼯・検査技術の開発 
CMC 加⼯に特化した加⼯ツールと加⼯条件を検討し、加⼯品質との相関を

確認する。シール部の深溝等、従来の⾦属部品では放電加⼯を利⽤していた加
⼯形状について、新たな加⼯⽅法の適⽤検討を⾏う。加⼯後の CMC について
は、クラック等の加⼯起因⽋陥の有無についての検査⽅法を確⽴するとともに、
CMC の強度試験を⾏い特性への影響の確認も⾏う。 

また、CMC の内部⽋陥検査のための⾮破壊検査技術においては、 CMC 設
置以降の⼯程についての⾃動化を⾏う。さらに、検査データについて、繊維・
マトリックス・ボイド・異物等をデジタルで識別可能とし、AI 技術を適⽤する
こと等により、データ判定の⾼速化を⾏う。 

 
（イ-４）低コスト耐環境コーティング施⼯技術の開発 
耐環境コーティング（EBC：Environmental Barrier Coating）の組成を最適

化するとともに、組織安定化のための熱処理条件の最適化を⾏う。そのうえで
CMC に EBC を施⼯した際の施⼯条件と EBC のミクロ組織、特性の相関を確
認する。さらに部品形状が EBC ミクロ組織に与える影響を確認する。また、
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EBC 施⼯⼯程の⾼速化により⽣産性の向上を図る。 
 

ウ．達成⽬標 
界⾯施⼯条件、界⾯特性、CMC 特性の相関を明らかにして、繊維界⾯の品

質要求を設定し、界⾯の検査⼿法を確⽴したうえで、界⾯コーティング繊維と
して規格化を⾏う。 

検査時間については従来の 1/10 を実現し、界⾯コーティングの施⼯歩留ま
りは 90%以上を達成する。 

プリフォームと界⾯コーティング、加⼯について現状の 10 倍の⽣産性向上
に⽬途をつけ、検査結果の判定を含めた⾮破壊検査⼯程の実証を⾏う。また、
EBC については、⾦属部品で適⽤されている Thermal Barrier Coating(TBC)
並みの⽣産性を確保する。 

上記により CMC 製造⼯程全体の⽣産性を向上させることで、量産時の製造
タクトタイム 5 分に⽬途をつける。 

 
研究開発項⽬② 材料認証取得に向けた評価プロセスの実証 
ア．研究開発の必要性 

新材料部品の航空機エンジンへの適⽤にあたっては、航空機エンジンが材料
認証を取得できるよう当該部品を材料レベルから評価し、その安全性を航空当
局に対して証明しなければならない。そのためには、材料の構成要素・要求特
性・クライテリア・検査頻度・品質保証⽅法等を定義した材料規格と製造条件
や品質保証⽅法等を定めた⼯程規格の制定が必須となる。これらの規格の要求
値の設定および設計値の算出には、膨⼤なデータ取得が必要となる。 

また、新材料を⽤いて設計した部品の実機適⽤可能性の評価にあたっては、
データ取得のみならず，実環境での部品健全性の確認も必要である。そのため
に，実環境を模擬した試験での実証，および，解析による予測技術の妥当性検
証を⾏う必要がある。 

こうした新材料部品に関する材料認証取得に向けた取組は、⼤きな先⾏投資、
時間を伴うばかりか合理的に進めるためにはノウハウが必要であり、材料技術
に強みを有する我が国が航空機エンジンにおいて競争⼒を発揮する上での課
題。認証取得のためのプロセスの最適化を⽬指した⼿法、環境の検討は、研究
開発項⽬①で開発した CMC のみならず国産 CMC の適⽤拡⼤のために国内に
おける協調領域としてノウハウ、環境等を波及させることが必要となる。 
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イ．具体的研究内容 
（イ-１）CMC の材料規格・⼯程規格制定と材料データベース構築 
本事業では開発項⽬①の成果を適⽤しながら CMC 製造⼯程の確⽴をすす

め、航空当局による認証を想定した材料規格・⼯程規格の制定を⾏ったうえで、
材料特性データの取得（複数温度域における静的な引張強度、圧縮強度、せん
断強度、疲労特性・クリープ特性等）、設計許容値の確⽴を⾏い、実際のエン
ジンの CMC 部品の設計に利⽤できる信頼性を持った評価プロセスを実証す
る。 

 
（イ-２）CMC の要素試験および解析技術開発 
CMC 部品を構成する特徴的な形状の解析の評価に必要な要素試験計画を⽴

案し、円孔付きのクーポン試験⽚やＬ字の試験⽚等の試験⽚設計と試験条件を
設定する。そのうえで実際に試験⽚を作成して常温から⾼温において要素試験
を実施し、破壊位置、破壊モード、破壊荷重を確認し、解析結果と⽐較するこ
とで、解析⼿法を確⽴する。 

また、CMC 部品の使⽤環境を模擬した試験計画を⽴案する。そのうえで、
試験に供する試験⽚の設計・製作を⾏い、実環境模擬試験を実施し、解析結果
と⽐較することで、実機適⽤が可能であることを実証し、CMC の材料認証取
得に必要なノウハウ、環境等を国内協調領域として波及させる。 

 
ウ．達成⽬標 

国内において材料試験を完了して材料データベースを構築し、統計的⼿法に
基づいた設計許容値を確定させる。これを通じて、世界の認証当局もしくは航
空機エンジン OEM（Original Equipment Manufacturer）によって妥当性が認
められる評価プロセスを確⽴する。 

 
研究開発項⽬③ 国産ニッケル基超合⾦における評価システム基盤整備 
ア．研究開発の必要性 

航空機エンジンの複合材料化が進⾏する⼀⽅で、信頼性の観点から⾼圧回転
部位には、引き続きニッケル基超合⾦が使⽤されることが想定される。⾼温・
⾼圧部位において、CMC は静翼等の静的部品を対象とするところ、動的部品で
ある回転部品においては FAA（Federal Aviation Administration）および EASA
（European Union Aviation Safety Agency）の認証基準に基づきニッケル基超
合⾦の使⽤が必須となる。 
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国内企業の⾼温・⾼圧部位における設計技術の⼤幅な向上には、CMC の適⽤
を想定する静的部品（CMC）だけでなく、動的部品（ニッケル基超合⾦）を連
動して開発するとともに、ニッケル基超合⾦材料のデータベースを整備の上、
国内企業の認証活動に活⽤することが重要である。2025 年度までに実施した
「航空機エンジン向け材料開発・評価システム基盤整備事業」において、動的
部品のうち動翼に係るデータベースの整備の⽬途が付いた。引き続き動的部品
のうち回転部位に係るデータの整備を進めることで、国内企業に、ホットセク
ションに係る重要材料に関するデータベースが完備され、将来の⾼温・⾼圧部
への国内企業参⼊に向けた⼤きな⾜掛かりとなることが期待される。 

⾼圧タービンディスクは⼀般的に粉末冶⾦法または鋳鍛造法により製造され
る。これら⼿法により製造されたニッケル基超合⾦を、⾼度な信頼性が要求さ
れる⾼圧タービンディスクとして実⽤化するためには、疲労破壊起点となり得
る不純物・介在物の低減・管理による⾼品位なディスク製造技術の開発が必須
となる。また、⾼圧タービンとして活⽤される粉末冶⾦ディスクは、EASA/FAA
において、恒温鍛造プロセスが要求されている。しかしながら、恒温鍛造プロ
セスの実施は特定国・特定企業による寡占状態になっており、経済安全保障上
の供給リスクが存在する。更に、ディスクとしての信頼性の保証をするために
は、疲労破壊起点となる介在物の存在確率の決定や、それを⽤いた寿命評価技
術の確⽴が必須となる。 

EASA/FAA からは、ディスク認定までの⼤まかなガイドラインのみが⽰され
ており、各国のノウハウとなるプロセス管理、試験⼿法、寿命評価技術に関す
る詳細情報は記載されていない。従って、我が国独⾃に⾼圧部品の設計・製造・
認定に係る技術開発を進めることが必要不可⽋である。他⽅、CMC 同様、新材
料部品に関する材料認証取得に向けた取組は、⼤きな先⾏投資、時間を伴うだ
けでなく、合理的にプロセスを進めるためのノウハウが必要であり、産学官の
連携の下、協働して⾼圧ディスク等の回転部位に係る技術を習得することが重
要となる。 
 
イ．具体的研究内容 

（イ-１）⾼品位ディスク製造技術の開発 
粉末冶⾦ディスクはガスアトマイズ粉末製造、HIP 処理、⾼温押出加⼯、超

塑性加⼯を活⽤した恒温鍛造プロセス等の⼯程を経て製造される。EASA のガ
イドラインでは、製造⼯程における介在物および空孔の分布を適切に同定する
ことが求められている。微⼩な⽋陥は重⼤な破壊の起点となる可能性があるた
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め、そのリスクを低減し、予測するための重要な管理項⽬とされている。本研
究では、国産ニッケル基超合⾦を対象に、量産を想定したガスアトマイズ粉末
の介在物管理技術の開発、鍛造品における超⾳波探傷等を⽤いた介在物⾮破壊
検査技術の確⽴を⽬指す。これらを各プロセスにフィードバックすることで⾼
品位ディスク製造のための仕様を決定する。 

また、鋳鍛造ディスクに関しては、2025 年度までに実施した「航空機エン
ジン向け材料開発・評価システム基盤整備事業」において、各種機械的特性を
取得の上、製造仕様書仮ドラフトを作成済みである。⾼圧ディスクの要求を満
⾜した更なる⾼品位ディスク製造を⽬指し、プロセスの厳格化を進めるととも
に、国産ニッケル基超合⾦を対象にした材料・プロセススペックの完成を⽬指
す。 

 
（イ-２）先進恒温鍛造プロセスの開発 

国産ニッケル基超合⾦を対象に、既に認証を取得しており、ベンチマークと
なる海外量産プロセスでのディスク製造性の実証を⾏う。更に、得られた海外
プロセス品の製造性および特性に対し優位性を持つ新たな先進恒温鍛造プロセ
スの開発を推進する。先進恒温鍛造プロセスの開発のため、国内既存鍛造シミ
ュレータ等の改造による恒温鍛造対応や⾼度化を実施する。更に開発した恒温
鍛造設備を⽤いたプロセス実証として、模擬ディスクの製造を進める。その上
で、国産ニッケル基超合⾦および恒温鍛造を対象とした、組織形成メカニズム
解明や新規鍛造シミュレーション⼿法の確⽴を⽬指す。 

 
（イ-３）⼤型破壊試験による⽋陥分布評価および寿命予測⼿法の確⽴ 
上述プロセスにより製造されたビレットまたはディスクに存在する介在物の

確率密度分布を決定するためには、超⾳波探傷等の⾮破壊検査だけでは不⼗分
であり、破壊検査を実施し、破壊起点となる介在物を直接評価する必要がある。
しかしながら、量産プロセスにおいて製造されたディスクにおいて、⾼圧ディ
スクとして要求される信頼性の保証をするためには、多量（⼤体積）の破壊検
査を実施することが求められる。 

ここでは、⼩型試験⽚を対象とした超⾳波疲労試験に加え、⼤型ビレットの
破壊試験・疲労試験に対応した新たな設備を導⼊するとともに、⼩型試験・⼤
型試験を⽤いた破壊検査⼿法を確⽴し、ディスク中に存在する介在物の確率密
度分布の決定⼿法を確⽴する。また、平⾏して、クリープ変形、疲労⻲裂進展、
クリープ疲労等の各種機構の解明を進めることで、国産ニッケル基超合⾦に対
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応した疲労寿命予測⼿法を開発・提案する。 
 
（イ-４）国内共有データベースの拡充 
国産ニッケル基超合⾦を対象とした、FAA/EASA での認証取得に必要となる

各種機械的特性の評価を実施し、国内共有データベースの充実を図る。そのた
め、上記（イ-１）〜（イ-３）で得られた新規データ群を格納可能な国内共有デ
ータベースを整備する。以上より、国産ニッケル基超合⾦における評価システ
ム基盤整備を進め、国内エンジンメーカーによる、ホットセクション設計・参
画のための基盤構築を⽬指す。 

 
ウ．達成⽬標 

ニッケル基超合⾦を対象に、ガスアトマイズ粉末の介在物管理と⾮破壊検査
技術を確⽴し、⾼品位ディスク製造仕様を策定するとともに、先進恒温鍛造プ
ロセスを開発する。さらに、試験による⽋陥分布評価と疲労寿命予測⼿法を構
築し、得られた特性データを国内共有データベースに集約することで、
FAA/EASA 認証取得に必要な評価基盤を整備する。 

 
２．実施⽅法、実施期間、評価 
（１）事業の実施・体制 

本事業は、内閣府、内閣官房、⽂部科学省、経済産業省を含む関係府省が設置
したプログラム会議が定める「経済安全保障重要技術育成プログラムの運⽤・
評価指針」に基づき事業を実施する。 

研究推進法⼈（Funding Agency: FA）は、国から⽰された研究開発ビジョン
及び研究開発構想に基づき、公募により研究開発課題を採択するとともに、そ
の進捗管理・評価等の責務を担う。本事業の FA は、国⽴研究開発法⼈新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）である。 

研究開発課題の実施責任者（以下「研究代表者」という。）の所属する機関
は、国内に研究開発拠点を有し、⽇本の法律に基づく法⼈格を有している機関
とする（以下「研究代表機関」という）。また、研究代表者及び主たる研究分
担者は⽇本の居住者であることとする。（ここで⾔う居住者とは外為法の居住
者（特定類型該当者を除く）であること。） 

本事業の公募では、事業全体に対する提案を想定しており、研究代表機関が
必要な分担機関と共同で事業全体を実施するものとする。 
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（２）事業の実施期間 
本研究開発構想に基づく、本事業は 2023 年度から 2028 年度までの 6 年間と
する。ただし、試験の進捗に応じて、最⻑で 8 年間とすることができる。研究
開発はステージゲート⽅式を採⽤し、図１に⽰す２つのフェーズで実施するも
のとする。 

 

図１ 研究開発のスケジュール 

 
（３）評価に関する事項 

本事業は、「経済安全保障重要技術育成プログラムの運⽤・評価指針」に基
づき、評価を実施する。 

研究代表者は⾃⼰評価を毎年実施し、PO（プログラム・オフィサー）に報告
する。NEDO は外部評価として、研究開発項⽬①②については中間評価を 2025
年度（事業開始から３年⽬）、事後評価を 2027 年度（事業終了年）に実施、研
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究開発項⽬③については中間評価を 2027 年度（事業開始から 2 年⽬）、事後
評価を 2028 年度（事業終了年）に実施することとし、事業の進捗等に応じて
評価時期を早める場合は、PO 及び所管省庁と連携して、あらかじめ適切な実
施時期を定める。 

 
（４）社会実装に向けた取組 

本事業は、経済施策を⼀体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に
関する法律（令和４年法律第４３号）に基づいて設置される指定基⾦協議会の
下で推進していく。これにより、本事業によって⽣み出される研究成果等を活
⽤し、⺠⽣及び公的な利⽤を促進するとともに社会実装につなげていくことを
⽬指し、その実現に向け、潜在的な社会実装の担い⼿として想定される関係⾏
政機関や⺠間企業等による伴⾛⽀援を可能とするとともに、参加者間で機微な
情報も含む有⽤な情報の交換や協議を安⼼かつ円滑に⾏うことのできるパー
トナーシップを確⽴していく。 

具体的には、本事業により開発を⾏う航空機エンジン向け 1,400℃級 CMC
材料技術は次期航空機エンジンの⾼温・⾼圧部における適⽤のみならず、防衛
航空機エンジン、発電⽤ガスタービン、原⼦⼒⽤燃料棒など様々な分野での適
⽤における基盤技術となることが想定される。このため、このような CMC 材
料を利⽤する場合の将来的に想定される具体的なユースケースやその実現の
ために必要な機能等の情報を共有しつつ研究開発を進めることは、研究開発成
果を将来の社会実装に円滑につなげていく上で、⼤きな意義がある。 

また、本事業において開発対象である国産ニッケル基超合⾦については、産
業⽤ガスタービンへの波及効果的な適⽤も想定されるほか、オールジャパン体
制で構築する国産ニッケル基超合⾦データベースは、国内企業が⾼温・⾼圧部
位への参画を⽬指す際に活⽤されるだけでなく、異業種の材料開発・材料評価
のモデルケースとなり、我が国の国際競争⼒向上へ寄与することが想定される。
このため、CMC 同様に将来的に想定される具体的なユースケースやその実現
のために必要な機能等の情報を共有しつつ研究開発を進めることは、研究開発
成果を将来の社会実装に円滑につなげていく上で、⼤きな意義がある。 

本事業に係る協議会については、研究開発課題の採択後に、関係⾏政機関、
PO、研究代表者等の協議会への参画者における⼗分な相談を⾏いつつ、運営
していく。なお、協議会の詳細は別に⽰す。 

 
（５）総予算 
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本事業の予算は、研究開発項⽬①②については合計 50 億円を超えない範囲
とし、研究開発項⽬③については 70 億円を超えない範囲とする。各研究開発
項⽬、フェーズ毎の配分については、必要に応じて、経済産業省からの指導に
基づき⽬安を⽰す。これを変更する場合も同様とする。 

 
（６）経済産業省の担当課室 

本事業の運営に係る経済産業省の担当課室は、製造産業局航空機武器宇宙
産業課とする。 

 
３．その他重要事項 
（１）研究開発成果の取扱い 

①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 
研究開発課題実施者は、研究成果を広範に普及するよう努めるものとする。

経済産業省及び NEDO は、経済安全保障の観点を留意しつつ、研究開発課題
実施者による研究成果の広範な普及を促進する。 

経済安全保障の観点から、経済産業省は必要に応じて NEDO に対して助⾔
を⾏い、NEDO は本助⾔を踏まえて、成果の普及について検討することとする。 

 
➁標準化施策等との連携 

CMC 材料開発および国産ニッケル基超合⾦データベース構築で得られた研
究開発成果については、我が国の標準化等との連携を図ることとし、標準化に
向けて開発する評価⼿法の提案、データの提供等を積極的に⾏い、事業終了後
に必要な実施すべき取組のあり⽅及びより広範囲に適⽤先を広げるためのビ
ジネスモデルについて⽴案する。 

経済産業省、NEDO 及び研究開発課題実施者は、国際標準化に向けて積極
的に役割を果たしていく。 

 
③知的財産権の帰属、管理等の取扱い 

研究開発成果を⺠⽣利⽤のみならず公的利⽤につなげていくことを指向し、
社会実装や市場の誘導につなげていく視点を重視するという本プログラムの
趣旨に則り、研究代表機関、研究代表者は、PO 及び研究分担者との協議の上、
知的財産権の利活⽤⽅針を定めることとする。その際には、研究開発途中及び
終了後を含め、知的財産権の利活⽤を円滑に進めることができるように努める
こととする。 
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なお、研究開発成果の利活⽤にあたりその成果にバックグラウンド知的財
産権が含まれる場合には、その利活⽤についても同様に努めること。 

（２）「研究開発構想」の⾒直し 
経済産業省は、NEDO、PO 及び関連省庁と連携して、当該研究開発の進捗

状況及びその評価結果、社会・経済的状況、国内外の研究開発動向、政策動向、
研究開発費の確保状況等、事業内外の情勢変化を総合的に勘案し、必要に応じ
て、達成⽬標、実施期間等、本研究開発構想の⾒直しを⾏う。 

（３）研究開発の対象経費
「経済安全保障重要技術育成プログラムの運⽤・評価指針」に基づき、運

⽤する。⼤学・研究開発法⼈等以外に関する間接経費の額の設定について
は、事業の性質に応じて経済産業省の担当課室から別に⽰す場合を除き、業
務委託契約標準契約書に基づくものとする。 

４．研究開発構想の改定履歴 
(１)令和４年 12 ⽉、制定。
(２)令和８年４⽉、改定 


